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これが「特定秘密保護法案」国民の目・耳・口ふさぐ　　　　　　　　　　　　　

ｐ安倍内閣は、米国から軍事情報の提供を受けるため、情報漏洩した国民を処罰する「特定秘密保護法案」を国会に提出しました。外交・防衛から原発情報まで、私たちの生活にも直接影響を及ぼす中身です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこの法案では、「国民の安全の確保」と目的で書かれていますが、それどころか、国民の目・耳・口をふさいで基本的人権を踏みにじり、日本をアメリカと共に「海外で戦争する国」につくりかえるものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐこの法案のおそろしさは、国民から見て「何が秘密かも秘密」になり、自分が接した情報が「特定秘密」かどうかさえ分からないまま処罰されることです。「国民の安全」を最も脅かす〝戦争計画〟がつくられても、それを知ることが困難になってしまいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「特定秘密」の範囲として① 防衛② 外交③「特定有害活動」の防止④「テロリズム」の防止に関する情報を掲げています。しかし、秘密の範囲は曖昧です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「秘密」を指定するのは「行政機関の長」で、首相や外相、防衛相、警察庁長官らの勝手な判断で秘密の範囲をいくらでも広げることができます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「秘密」にしておく「指定期間」がありますが、期間は５年で何回でも更新・延長が可能で、３０年を超えても内閣の承認があれば更新可能です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ公務員や民間業者らが情報漏洩をした場合、最高懲役１０年以下で処罰されます。省庁間のやりとりで「特定秘密」を知った人も５年以下の懲役です。漏洩しなくても（未遂）、うっかり漏らしても（過失）、処罰されます。懲役１０年に執行猶予は付きません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ新聞記者が関係者に〝夜討ち朝駆け〟で自宅を訪ねて取材することも問題にされそうです。ビラや宣伝を企画した仲間（共謀）や、記者に取材を指示した新聞社のデスク（教唆）も捜査対象となりえます。この法案には、「取材行為については、法令違反または著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とする」として、あたかも「取材の自由」があるかのように書いています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ｐ「秘密」として指定された情報を取り扱う公務員や民間企業社員が情報漏洩をする恐れがないか、「適性評価」という名目で徹底的に調査します。調査事項は、住所や生年月日などの基本事項だけでなく、犯歴や懲戒歴、外国への渡航歴、精神疾患、飲酒、信用情報や経済状況などです。人権侵害そのものの調査です。身辺調査は、本人だけでなく家族や父母、兄弟、配偶者の親族、同居人も対象とされています。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４００円　　日曜版　月８００円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
１０月３０日　臨時市議会が開かれる。
提出議案は２議案（平成２５年度桑名市一般会計補正予算(第３号）と平成２５年度桑名市地方独立行政法人桑名市総合医療センター施設整備等貸付事業特別会計補正予算(第２号））であり、内容は共に債務負担行為の見直しです。
これは、地方独立行政法人桑名市総合医療センターの新病院建設が平成２６年度中に完成が困難になったために、入札を実施する前提として、債務負担行為を１年延長するものです。
① 市は総合医療センターの言いなりの様に感じられるが、現在の新病院建設の進行状況をどのように把握しているか。② 臨時市議会を開催してまで、債務負担行為の延長を、今日、議決しなければならない理由はどこにあるのか。③ 債務負担の金額に変更は生じ無いのか。等々を質し、反対しました。
その後に、「特定秘密保護法の制定に反対する意見書」を議員提出議案として出しましたが、本会議では賛成少数で上程されませんでした。　（文章は裏面参照）

指定管理者による施設を公募
今秋、桑名市内にある３４の市の施設の指定管理者が公募された。６つのグループに分けられ、①清風園１、②旧桑名のスポーツ施設１４、③旧多度のスポーツ施設４、④公園・緑地８、⑤文化・観光施設５、⑥駐車場施設２が対象だった。
まだ公表されていませんが（決定は１２月市議会での議決）、旧桑名のスポーツ施設が東京に本社がある民間企業Ｓ社が選ばれたようです。
この施設の中には、体育館や野球場、テニスコートの他に市民プールがあります。何年か前（平成１８年）に起きた、ふじみ野市の死亡事故を思い出します。あってはならない事故が指定管理者任せの所で起こったのです。その他の施設は従来通りの所が継続して行われるようです。日本共産党は公共サービスを儲けの対象とする指定管理者制度には反対で、あくまでも直営で行う事を求めています。
新水道ビジョンとは　：　平成１６年１２月に旧桑名市、旧多度町、旧長島町が合併し、現在の桑名市となり、平成１８年３月に基本計画（桑名市水道ビジョン）を策定しました。そして東日本大震災の発生等の社会情勢の変化を受け厚生労働省より平成２５年３月「新水道ビジョン」が公表され、桑名市でも将来目標の設定と達成するための具体的施策を示すため、平成２６年３月「桑名市新水道ビジョン」を策定します。（基本理念は前回計画と同じで下記の通りです。）　
基本理念（くらしを支える水を、わたしたちが守り・育み、ながく受け継がれる水道の構築を目指す。）
パブリックコメント　新水道ビジョン（案）に対する回答
１人から７つの意見が出され、その内の３つを紹介します。　　　　　　　　　　

【意見】「桑名水道の一元化」とは何なのか。３地区を連絡する新たな水道管路の整備の具体的な計画と多額の事業費はどう工面するのか（その他も含めて年次の予算表は）。一元管理によって、安全性が向上する根拠はどこにあるのか。　　　　

【市の考え方】桑名地区、多度地区、長島地区の３地区の水道が、相互に水融通しあうことを水道の一元化としています。また、これらの整備に要する費用は、年次計画に基づき実施し、主な財源は企業債を予定しています。一元管理により、情報伝達の時間短縮が図れるため、初動体制が迅速に行えます。管理の一元化に対する根拠は、新水道ビジョンにまとめて追記させていただきます。
【意見】原発事故等による放射能対策は。（一言も触れられていないが。）
【市の考え方】厚生労働省が平成２４年３月に出した「水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて」の通達に基づいた取り組みを行っております。今後も、国、県等の動向に応じた対策をとってまいります。
【意見】現業部門を廃止した現在、熟練技術はどこにあるのか。給水装置工事事業者への研修は誰がするのか。
【市の考え方】熟練技術と給水装置工事業者への研修については、少人数で対応できるよう他の水道事業者や民間事業者の熟練技術を活用し、効率化に努めてまいります。この熟練技術に関する記述は、新水道ビジョンにまとめて追記させていただきます。
生活保護費の引き下げの不服審査請求に桑名から８世帯
１０月１８日、三重県桑名庁舎の会議室で、生活保護変更決定処分に対する審査請求の口頭による意見陳述が行われました。県からは、健康福祉部地域福祉課生活保護班の３名が出席し、陳述側は、今回、桑名市在住で不服審査請求を出している８世帯のうち５世帯７名（２組が夫婦）が出席しました。補佐人として、代理人である弁護士の村田直樹先生と私も同席しました。
冒頭に村田弁護士より、県の方と請求者に対して、一般論として、今回の審査請求の意義と保護費引き下げの大きな問題点２点が指摘されました。（今回の引き下げは、根拠に乏しいことと他に与える影響が大きいこと。）　　　　　　　　　　　　　　　

５世帯順番に各１０分程度、今回の引き下げによる生活の窮状が訴えられました（個人情報があるという理由で個別に）。初めての事であり上手く話されたとは思えませんが、気持ちは県の方に通じたものと解釈したいです。県の方は、あくまでも聞き取りであるため何事も話されませんでした。残りの３世帯については、私の方から簡単に紹介しました。全体で２時間ほどかかりました。
「特定秘密保護法」の制定に反対する意見書

政府は、国民の知る権利や言論の自由などに対する重大な侵害となる「特定秘密保護法案」を、現在開催中の臨時国会に提出しました。　　　　　　　　　　　　　

「特定秘密保護法案」は、１つに、「特定秘密」については、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」の４分野の中で、国の存立にとって重要な情報を対象としていますが、その範囲が明確でありません。２つに、「秘密」を指定するのが「行政機関の長」だということです。首相や外相、防衛相、警察庁長官らの勝手な判断で秘密の範囲をいくらでも広げることができます。３つに、秘密の期間は最高５年としていますが、更新も可能とされており、事実上無期限で秘密とすることも可能で、今日の情報公開の流れに逆行しています。４つに、国会議員も処罰対象とされており、「国権の最高機関」である国会議員の政府への質問でも、政府は「特定機密」との理由で答弁を拒否することにもなります。また、国会議員の国政調査権や証人喚問も制限され、国政調査権に対する重大な侵害となります。５つに、人を騙したり、暴行、脅迫を加えたりして秘密を取得する行為は最高１０年の懲役に、又、「未遂、教唆、扇動」も罰せられます。６つに、報道機関の取材活動が秘密の不当取得と見なされ、処罰される可能性もあります。７つに、「秘密」として指定された情報を取り扱う公務員や民間企業社員が情報漏えいをする恐れがないか、「適性評価」という名目で徹底的に調査されます。このように数えきれない問題点が沢山あります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ「国民の基本的人権を侵害しない」との文言を盛り込むとはいえ、漠然とした言い方では歯止めになりません。例えば、原発の問題でも、原発の安全性に関わる問題でさえ、原発に対するテロ活動防止の観点から、特定秘密にされるおそれがあります。又、ＴＰＰ交渉にかかわる情報も、外交に関する情報として特定秘密に指定される可能性があります。これらの情報が特定秘密に指定され、その漏洩や取得、内部告発や取材活動が処罰の対象になれば、国民はこれらの生活に関わる重要な情報を知ることができなくなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐ政府が４日に発表した「特定秘密保護法案」に関するパブリックコメントは、短期間の間で行われましたが、９万件余りの意見が寄せられ、反対が７７％、賛成は１３％でした。反対の主な理由は「国民の知る権利や報道の自由が侵害される」「特定秘密の範囲が不明確だ」などでした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐこの「特定秘密保護法案」は、「国民の安全の確保」どころか、国民の目・耳・口をふさいで基本的人権をふみにじり、日本をアメリカとともに「海外で戦争する国」につくりかえるものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｐこのように、国民の知る権利や言論の自由に対する侵害とあわせ、民主主義の根幹を破壊する重大な内容をもっています。従いまして、日本国憲法のめざしている精神にも相反する「特定秘密保護法」を制定しないよう強く求めます。　　　　　　　

ｐ以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。

平成２５年１０月３０日
三重県桑名市議会

衆議院議長　　様
参議院議長　　様

内閣総理大臣　様
Ｎｏ．１９７　　　　２０１３年１０月３１日
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